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「シストレ２４MirrorTrader取引説明書」の一部改正について 

                                     下 線 部 変 更 

（平成 27年６月 29日） 

現 行 変 更 後 

 

（前 文）   （省 略） 

 

（枠 内） 

Ⅰ～Ⅴ   （省 略） 

 

Ⅵ   （追加） 

カバー先の商号 業務内容 監督当局 

ニューエッジ 証券業 英金融行為機構

および英健全性

規制機構 

KCG Hotspot FX 

LLC 

 

金融機関

向け外国

為替電子

取引事業

者 

監督官庁なし 

 （追 加）  

 

Ⅶ～Ⅹ   （省 略） 

 

（本 文） 

１．  （省 略） 

 

２．シストレ２４のルールおよび仕組みについて 

(1)     （省 略） 

(2)     （省 略） 

(追 加) 

 

 

 

※取引開始時から約 10分間は、システムメンテナンス

の影響により、注文が入りにくくなる場合があります

ので、ご注意ください。 

 

（前 文）   （現行どおり） 

 

（枠 内） 

Ⅰ～Ⅴ   （現行どおり） 

 

Ⅵ   （現行どおり） 

カバー先の商号 業務内容 監督当局 

 （削 除）  

BATS Hotspot LLC 金 融 機 関

向 け 外 国

為 替 電 子

取 引 事 業

者 

監督官庁なし 

GTX Bermuda Ltd. 金融機関向

け外国為替

電子取引事

業者 

バミューダ金融局 

 

Ⅶ～Ⅹ   （現行どおり） 

 

（本 文） 

１.   （現行どおり） 

 

２．シストレ２４のルールおよび仕組みについて 

(1)    （現行どおり） 

(2)    （現行どおり） 

※火曜日から金曜日の午前 6時 55分～午前 7時５分（米

国サマータイム期間は午前５時 55 分～午前６時５

分）の間は、システムメンテナンス時間のため、約定

いたしません。 

※取引開始時から約 10分間は、システムメンテナンス

の影響により、注文が入りにくくなる場合があります

ので、ご注意ください。 
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現 行 変 更 後 

 

 (3)   （省 略） 

(4) 取引の方法 

①～⑥  （省 略） 

 

⑦決済の方法 

（省 略） 

◇差損益 

差損益金が発生した時点で、該当する対円通貨に

て円に転換（小数点以下切捨て）されます。 

例：ユーロ／米ドルの取引で、100米ドルの差益金

が発生し、その時点の米ドル／円レートが

［100.000－100.020］の場合、ミッド価格である

100.010円を乗じて円換算します。 

 

(5)   （省 略） 

 

３．取引の注文 

(1)   （省 略） 

(2) ～(3)   （省 略） 

(4) 注文の種類 

     ①～② 

   ③逆指値注文（ストップ） 

売買注文を出すときに指値注文とは逆に「いくら

以上なら買いたい、いくら以下なら売りたい」と

いうように価格を指定する注文です。例えば、100

で米ドル／円の買ポジションを持っているお客

様が、99円以下になるようであれば損失限定のた

めに売り決済したいと考えた場合、「99円の売り

逆指値注文」という形で発注します。この注文は、

市場で指定値段がつくと成行注文（その時点の市

場価格で取引される注文）に変わりますので、指

定値段で売買できない場合もあります。 

 

４．～７．     （省 略） 

 

８．金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受

付・苦情処理・紛争解決 

(1)     （省 略） 

  (2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の

概要 

 

 

(3)    （現行どおり） 

(4) 取引の方法 

①～⑥   （現行どおり） 

 

⑦決済の方法 

（現行どおり） 

◇差損益 

差損益金が発生した時点で、該当する対円通貨に

て円に転換（小数点以下切捨て）されます。 

例：ユーロ／米ドルの取引で、100米ドルの差益金

が発生し、その時点の米ドル／円レートが

［120.000－120.020］の場合、ミッド価格である

120.010円を乗じて円換算します。 

 

(5)    （現行どおり） 

 

３．取引の注文 

(1)    （現行どおり） 

(2) ～(3)   （省 略） 

(4) 注文の種類 

     ①～② 

③逆指値注文（ストップ） 

売買注文を出すときに指値注文とは逆に「いくら

以上なら買いたい、いくら以下なら売りたい」と

いうように価格を指定する注文です。例えば、120

で米ドル／円の買ポジションを持っているお客

様が、119円以下になるようであれば損失限定の

ために売り決済したいと考えた場合、「119円の売

り逆指値注文」という形で発注します。この注文

は、市場で指定値段がつくと成行注文（その時点

の市場価格で取引される注文）に変わりますの

で、指定値段で売買できない場合もあります。 

 

４．～７．    （現行どおり） 

 

８．金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受

付・苦情処理・紛争解決 

(1)    （現行どおり） 

(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の

概要 
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現 行 変 更 後 

①店頭外国為替証拠金取引 

当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠

金取引「FX24」「シストレ２４」および「トライ

オート」について、オンライン取引を提供させて

いただいております。なお、「シストレ２４」に

ついては、投資助言業に該当します。 

 

 

 

（以下省略） 

 

 

平成 26年 10月 27日 

①店頭外国為替証拠金取引 

当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠

金取引「FX24」「シストレ２４」および「トライ

オート FX」について、オンライン取引を提供さ

せていただいております。なお、「シストレ２４」

については、投資助言業に該当します。 

 

 

 

（以下現行どおり） 

 

 

平成 27年６月 29日 

 


